
 

 

広島市市民活動保険制度事務処理要領 
 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、広島市市民活動保険制度実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づき実施する広島

市市民活動保険制度（以下「本保険制度」という。）の事務処理について、必要な事項を定める。 

 

第２章 事務処置 

 

（市民活動） 

第２条 実施要綱第２条第１号に定める市民活動は、次の要件を満たすものとする。 

(1) 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動であること 

(2) 活動が計画的に行われていること 

  (3) 無報酬で行っていること（実費弁償程度のものを含む。） 

  (4) 日本国内における活動であること 

  (5) 政治、宗教や営利を目的とした活動でないこと 

  (6) 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと 

  (7) 職場などで行事として行う活動でないこと 

  (8) 危険度の高い活動でないこと 

 (9)  その他市長が定めること 

 

（実費弁償） 

第３条 実施要綱第２条第１号に定める「実費弁償程度のもの」とは、次のとおりとする。 

(1)  交通費、昼食代、材料費等実費弁償の内訳が明確に確認できる場合は、金額を問わない。 

(2)  実費弁償的なもので内訳が明確に確認できない場合は、１日３，０００円以内とする。 

 

（出資法人等） 

第４条 実施要綱第２条第１号に定める「広島市が主に出資した法人若しくはこれに準ずる団体」とは、次の

とおりとする。 

  (1) 広島市公益的法人等指導調整要綱の適用対象となる公益的法人 

 (2) 指定管理者制度により公の施設の管理実施者となった団体 

  (3)  その他市長が認める団体 

 

（活動者） 

第５条 実施要綱第２条第３号に定める「市民活動を実践し、従事等する者」とは、次に掲げる者とする。 

(1)  指導者・スタッフ等 

市民活動団体において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者や補助員等その運営に従事

する者 

  (2) 参加者 

市民活動に自主的･自発的に参加し、奉仕性のある活動を直接的に実践する者 

  (3) その他市長が認める者 

 

（報告書） 

第６条 実施要綱第９条第１項に定める報告書は、事故の発生した日を含め３０日以内に市へ提出するものと

する。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。 

 

（請求書） 

第７条 実施要綱第１１条に定める請求における請求書は、賠償事故においては賠償責任が確定した日、また、

傷害事故においては支給事由の充足が確定した日を含めて３０日以内に市へ提出するものとする。ただし、

市長が認めた場合はこの限りではない。 

 

（事務担当等） 

第８条 本保険制度の事務担当部署及び事務処理区分については、別紙１に掲げるとおりとする。 

 



 

 

第３章 事故判定委員会 

 

（設置） 

第９条 実施要綱第１０条第２項に定める事務を所掌するため、広島市市民活動保険制度事故判定委員会(以

下「委員会」という。)を置く。 

 

（所掌事務) 

第１０条 委員会は、実施要綱の定める本保険制度の適用の可否に関し必要な事項を調査審議し、意見を述べ

るものとする。 

 

（委員） 

第１１条 委員会の委員は、別紙２に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（委員長） 

第１２条 委員会に、委員長を置く。 

２ 委員長は、市民局次長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、市民局市民活動推進課長が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第１３条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。 

４ 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。ただし、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 

（関係者の出席） 

第１４条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聞き、又

は説明を求めることができる。 

 

（庶務） 

第１５条 委員会の庶務は、市民局市民活動推進課において処理する。 

 

（委任） 

第１６条 委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。 

 

（その他） 

第１７条 この要領のほか、本保険制度の事務処理に必要な事項は市民局市民活動推進課において定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２４年２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２７年２月１３日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

    別紙１（第８条関係） 

     

市民活動保険制度（事務担当部署・事務処理区分） 

     

区   分 市民活動推進課 

事務担当課 

〔事業主管課・指導調整主管課（公益
的法人等、指定管理者）〕 

各区 地域起こし推進課 

市民活動保険制度 

保険制度整備 
保険契約 

保険制度の広報 
庁内への保険制度説明 

関係団体への広報 関係団体への広報 

事故判定委員会 委員会運営事務 
審査を行う事故に関係がある場合 
課長が委員として出席 

審査を行う事故に関係がある場合 
課長が委員として出席 

市主催の事業での事故 
事業主管課との協議 
事故情報の把握・記録 

市民活動推進課への事故報告・協議 
保険会社への事故報告・協議 

様式の送付 
保険適用の可否の審査・決裁・通知 
請求書類の受理・押印・送付 

（注３） 

― 

公益的法人等指導調整
要綱に基づく団体が主催

する事業での事故（注１） 

指導調整主管課との協議 
事故情報の把握・記録 

市民活動推進課への事故報告・協議 
保険会社への事故報告・協議 

様式の送付 
保険適用の可否の審査・決裁・通知 
請求書類の受理・押印・送付 

（注３） 

― 

上記以外
の市民活
動中の事

故 

全市域を対

象とした市
民活動（ＮＰ
Ｏ等） 

保険会社への事故の報告 
保険会社との連絡協議 

様式の送付 
保険適用の可否の審査・決裁・通
知 

請求書類の受理・押印・送付 

― ― 

区内を対象
とした市民
活動（注２） 

地域起こし推進課との協議 

事故情報の把握 
― 

市民活動推進課への事故報告・協議 

保険会社への事故報告・協議 
様式の送付 
保険適用の可否の審査・決裁・通知 

請求書類の受理・押印・送付 

（注１）「公益的法人等指導調整要綱に基づく団体が主催する事業での事故」の事務担当課は、別表１のとおりとする。 

（注２）「区内を対象とした市民活動」とは、別表２に掲げる団体等の活動とする。 
（注３）必要に応じて事務担当課に代わり市民活動推進課が事務処理を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１ 

 

公益的法人等指導調整要綱に基づく団体が主催する事業での事故の取扱担当課 
    

団      体      名 主管課名 

公益財団法人広島市文化財団 市民局文化スポーツ部文化振興課 

公益財団法人広島市スポーツ協会 市民局文化スポーツ部スポーツ振興課 

公益財団法人広島平和文化センター 市民局国際平和推進部平和推進課 

社会福祉法人広島市社会福祉協議会 健康福祉局地域共生社会推進課 

社会福祉法人広島市社会福祉事業団 健康福祉局障害福祉部障害自立支援課 

一般財団法人広島市原爆被爆者協議会 健康福祉局原爆被害対策部調査課 

公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団 健康福祉局原爆被害対策部調査課 

広島市流通センター株式会社 経済観光局経済企画課 

公益社団法人広島市シルバー人材センター 経済観光局雇用推進課 

公益財団法人広島市産業振興センター 経済観光局産業振興部ものづくり支援課 

広島地下街開発株式会社 経済観光局産業振興部商業振興課 

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー 経済観光局観光政策部 

公益財団法人広島市農林水産振興センター 経済観光局農林水産部農政課 

一般財団法人広島市都市整備公社 都市整備局都市整備調整課 

広島駅南口開発株式会社 都市整備局都市機能調整部 

公益財団法人広島市みどり生きもの協会 都市整備局緑化推進部緑政課 

広島高速道路公社 道路交通局道路部道路計画課 

広島高速交通株式会社 道路交通局公共交通政策部 

一般財団法人広島市学校給食会 教育委員会事務局学校教育部健康教育課 

 



 

 

 

別表２ 

区内を対象とした市民活動団体 

ＮＯ 団  体  名  ＮＯ 団  体  名 

1 町内会・自治会 36 防犯連絡所 

2 社会福祉協議会 37 手をつなぐ育成会 

3 体育団体 38 赤十字奉仕団 

4 子ども会 39 地域青年団体 

5 青少年健全育成連絡協議会 40 知的障害者相談員 

6 地域女性会 41 身体障害者相談員 

7 老人クラブ 42 市覚醒剤等薬物乱用防止推進協議会 

8 保護司会 43 安全運転管理協議会 

9 公衆衛生推進協議会 44 少年警察協助員 

10 民生委員児童委員協議会 45 献血推進協力会 

11 母子寡婦福祉会 46 精神障害者家族会 

12 小・中学校ＰＴＡ 47 地域福祉推進委員 

13 心身障害児者父母の会 48 地域保健対策協議会 

14 交通安全運動推進隊 49 認知症の人と家族の会 

15 防犯組合 50 保健・医療・福祉推進連絡会議 

16 更生保護女性会 51 学区コミュニティ交流協議会 

17 身体障害者福祉協会 52 青色申告会 

18 消防団 53 納税貯蓄組合 

19 交通安全協会 54 公民館運営委員会 

20 地域活動連絡協議会（旧 母親クラブ） 55 老人社会奉仕団 

21 コミュニティ交流協議会 56 手をつなぐ育成会 

22 スポーツ推進委員 57 青少年健全育成地域連絡調整会議 

23 子ども会育成指導員 58 心身障害児者父母の会 

24 青少年指導員 59 地域安全推進指導員 

25 人権擁護委員   

26 行政相談委員   

27 自主防災会   

28 遺族会   

29 消費者協会   

30 明るい選挙推進協議会   

31 少年補導協助員   

32 献血推進協議会   

33 地域交通安全活動推進委員   

34 農事研究会   

35 交通少年団   

 

 



 

 

別紙２（第１１条関係） 

 

 

広島市市民活動保険制度事故判定委員会委員 

 

 

１ 市民局次長 

 

２ 企画総務局総務課長 

 

３ 市民局市民活動推進課長 

 

４ 健康福祉局健康福祉企画課長 

 

５ 経済観光局経済企画課長 

 

６ 道路交通局道路交通企画課長 

 

７ 下水道局経営企画課長 

 

８ 中区地域起こし推進課長 

 

９ 教育委員会総務課長 

 

10 その他委員長が指名する関係課の課長 

 


